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人材紹介 

紹介予定派遣 

NEWS

令和3年3月より法定雇用率が  
更に0.1%引き上げとなりました。  

現在の障がい者法定雇用率  
（障害者雇用促進法）  

■民間企業：2.3%(43.5人以上の常用労働者がいる場合) 

■国・地方公共団体等：2.6%(38.5人以上の職員がいる場合) 

令和3年3月より民間企業の法定雇用率は2.3%になりました。 
（国等の機関も0.1%引き上げになりました）  

※ 

面接等をランスタッドが仲介するの
で、安心してご利用いただけます。
求職者募集に関する費用は、すべ
てランスタッドが負担します。  

派遣期間中にお互いの相性やスキ
ルレベル・適性を見極め、環境を整
備することが可 能です。派 遣 期 間
中は、一人ひとりに対応したきめ細
かいフォローを行います。
 
※派遣期間は最長 6カ月
※紹介予定派遣は特定開発者雇用開発助成金
の対象 

※具体的な次回の引き上げ時期は、今後、労働政策審議会において  
　議論がなされます。  
※対象となる民間企業の事業主の範囲は、従業員 43.5人以上に広がりまし
た。 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